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（４） 汚水処理の課題解消に向けた今後の取組

　県及び市町村は、汚水処理施設の普及促進に向け、以下の取組に努めていく。
◇低コスト整備手法の導入促進
◇集合処理計画区域での汚水処理の早期普及を目的に、弾力的な浄化槽の導入
◇運営管理の効率化やコスト縮減を図るため、汚水処理施設立地の適正化の促進
◇県民に対して、汚水処理の普及促進・早期整備に向けた啓発活動
◇民間の資金、経営的・技術的能力を活用する官民連携手法の導入
◇効率的で持続可能な事業運営を図るため、広域化・共同化の促進

汚水処理施設別の処理施設数
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出典：国土交通省資料 

（３） 今後の広域化・共同化計画について
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